
 監査公表第19号（令和６年６月７日、県公報第502号登載） 

 本庁定期監査結果に基づく措置通知（令和５年度） 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第９項の規定により報告した本庁定期

監査の結果（令和６年３月26日５監総第936号）に基づき、知事から措置を講じた旨の

通知があったので、同条第14項の規定により、次のとおり公表する。 

 

 令和６年６月７日 

 

 

                 福岡県監査委員  塩 川 正 一 

                 同        世 利 洋 介 

                 同        森   行 一 

                 同        大 島 道 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６行経第５４２号  

令和６年５月７日  

 

  福岡県監査委員  塩 川 正 一 殿 

  同               世 利 洋 介  殿 

  同               森   行 一 殿 

  同        大 島 道 人 殿 

 

福岡県知事 服部 誠太郎 

 

 

監査の結果に係る措置について（通知） 

 

令和６年３月２６日５監総第９３６号の監査結果の報告に基づき、次のとおり講じた措置につ

いて通知します。 

 

記 

 

指摘事項 

対象機関名 監査の結果 講じた措置の内容 

商工部 

中小企業振興課 

小規模企業者等設備導入資金貸

付金償還金の収入未済額が、前年

度に比べて657,509,481円増加し

ている。 

 

収入未済額の縮減に向けて以下の取組

を引き続き実施し、一層の回収を図る。 

・事業継続中の延滞先に対しては、担当

者が定期的に経営状況を把握し、償還を

指導することにより、回収額の増額を図

る。 

・事業を休廃止している延滞先に対して

は、債権管理調査員を活用し、連帯保証

人への督促や担保物件の処分を行うこと

により、延滞債権の回収を図る。 

・回収が困難な債権については、徴収停

止措置や不納欠損処理による債権整理を

迅速に進める。 

また、新たな収入未済の発生を防ぐた

め、貸付先に対して、以下の支援策を講

じる。 

・中小企業診断士の診断結果を活用し

て経営改善を支援していく。 

・返済条件の変更や履行期限の延期に

より、償還を継続できるよう支援し

ていく。 

 



保健医療介護部 

生活衛生課 

食品衛生責任者実務講習会運営

業務の委託料について、契約書に

基づき、請求書を受理してから

30日以内に支払うべきところ、

これが遅延していた。 

所属長は、職員に以下の取組を行うよ

う指導した。 

・担当係長は、契約（支払）状況一覧表

（契約日、支払日及び会計課持込日を記

載したもの）を作成すること及び係内ス

ケジュールに支払に係る事務作業の進捗

を入力することで、進捗管理を徹底す

る。 

・担当者及び上司は今回の事案を受け

て、内部統制に係るリスク対応シートに

今回の誤り及びその再発防止策を追記

し、これに基づき事務処理を行う。 

 

福祉労働部 

子育て支援課 

「子育て応援の店」推進事業業

務委託契約において使用するはが

きについて、以下の事務が適正で

なかった。 

① 令和２年度に使用するはが

きについては、令和２年度に

予算を計上するか、もしくは

令和元年度予算の繰越承認を

受けるべきところ、これを行

わず、令和元年度予算の執行

残により購入していた。 

  このはがきについては、支

出の決裁とは別に、令和元年

度の執行残で購入する旨の方

針伺いを課長が決裁してお

り、課として不適正な事務を

行っていた。 

  また、令和３年度に使用す

るはがきについても、同様に

令和２年度予算の執行残によ

り購入していた。 

【令和元年度、令和２年度】 

② 委託事業者が使用しなかっ

たはがきを委託期間内に戻さ

せず、年度を超えて預けたま

まにしていた。 

【令和３年度、令和４年度】 

③ 委託事業者との受渡しに係

る受領書等の確認書類を作成

していなかった。 

【令和２年度～令和４年度】 

所属長は、今回の誤りを職員に示した

上で、以下の取組を徹底するよう指導し

た。 

・部で使用している会計事務チェックシ

ートを一部見直し、「事業に使用する物

品は、会計年度独立の原則に基づき適切

に計上された予算で購入しているか」、

「事業者に預けた物品については、返却

されているか」を追記し、これに基づき

事務処理を行う。 

・委託事業者に物品を渡す際には、新た

に作成した受領書を用いる。 

・仕様書の「県と協議の上、決定するこ

と」については、協議が整い次第、変更

契約又は覚書等の作成により、文書とし

て残す。 

・担当者及び上司は、内部統制に係るリ

スク対応シートに今回の誤り及びその再

発防止策を追記し、これに基づき事務処

理を行う。 

  

 



④ 仕様書には、はがきを購入

して調査する旨を明記してお

らず、別途協議の上、決定す

るとしていたが、その協議、

決定した事項を文書にしてい

なかった。 

【令和２年度～令和４年度】 

 

福祉労働部 

子育て支援課 

令和３年度及び令和４年度の

「子育て応援の店」推進事業に係

る委託契約について、調査で使用

するはがきの購入代金を含めて予

定価格の積算をしていたにもかか

わらず、県で別途購入したはがき

を委託事業者に提供していた。 

なお、仕様書には、はがきを購

入して調査する旨を明記しておら

ず、委託事業者にその旨を認識さ

せていなかった。 

所属長は、今回の誤りを職員に示した

上で、以下の取組を徹底するよう指導し

た。 

・部で使用している会計事務チェックシ

ートを一部見直し、「予定価格調書の内

容が仕様書と整合しているか」、「委託

内容について、委託事業者との間に認識

の相違がないことを仕様書の記載内容に

沿って十分に確認したか」を追記し、こ

れに基づき事務処理を行う。 

・担当者及び上司は、内部統制に係るリ

スク対応シートに今回の誤り及びその再

発防止策を追記し、これに基づき事務処

理を行う。 

 

農林水産部 

畜産課 

 高病原性鳥インフルエンザの発

生に伴う畜産関係車両消毒業務委

託について、過去２年間の履行実

績により契約保証金を免除する場

合、種類及び規模を同じくする２

件以上の履行実績を確認し免除す

べきところ、種類及び規模を同じ

くするとは認められない１件を含

む履行実績により免除していた。 

 また、変更委託で契約金額を３

割以上増額した際は、増額した金

額で契約保証金の免除要件を満た

しているか確認し、財務規則第

170条各号で契約保証金を免除で

きない場合、契約保証金を徴収す

る必要があるが徴収していなかっ

た。 

 

所属長は、契約保証金の免除につい

て、職員全員に財務規則及び会計事務研

修会資料により確認を行うよう指示し、

以下の取組により再発防止を徹底するよ

う指導した。 

・出納員は、会計事務チェックシートを

活用し、契約締結の決裁時に担当者、担

当係長及び出納員による確認を徹底す

る。 

・担当者及び上司は、内部統制に係るリ

スク対応シートに今回の誤り及びその再

発防止策を追記し、これに基づき事務処

理を行う。 

 

 



注意事項 

対象機関の 

属する部局名 

監査の結果 講じた措置の内容 

環境部 雑入（行政代執行に係る徴収

金）の収入未済額が、前年度に比

べて5,430,202円減少しているも

のの、依然として多額である。 

 

・本件の収入未済は、産業廃棄物処理業

者の不適正処理により生じた生活環境保

全上の支障のおそれを除去するために実

施した行政代執行費用に関するものであ

る。 

・行政代執行事案が新たに発生しないよ

う、不適正処理の未然防止、早期是正を

図るため、保健福祉環境事務所とともに

監視指導課職員も立入検査を行う機会を

設けるなど産業廃棄物処理に対する監視

指導体制を強化した。 

・継続的に滞納者の財産調査を実施し、

新たに判明した財産の差押えや一括納付

が困難な滞納者からの一部納付等によ

り、収入未済縮減に努めている。 

 

建築都市部 住宅管理使用料の収入未済額

が、前年度に比べて11,429,594

円増加している。 

 住宅管理使用料の債権回収について

は、引き続き以下の取組を行い、収入未

済額の減少を図る。 

・入居者に対しては、家賃の滞納を未然

に防止するため、入居説明会や、入居後

に配布する県営住宅だよりを通じて、口

座振替制度の周知を行い、その積極的活

用を促進する。 

・家賃滞納者に対しては、文書に加え、

夜間の電話や訪問による督促を実施する

とともに、滞納者の事情に応じて分割納

付を認め、滞納家賃の徴収に取り組む。 

・退去した滞納者の家賃回収について

は、業務を委託している弁護士法人の履

行状況の把握を徹底し、回収強化に取り

組む。 

 

 


